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2023 年 4 月 3 日 

 各 位 

サステナビリティ推進委員会設置に関するお知らせ 

当社は、2023 年 3 月 13 日開催の取締役会において、「サステナビリティ推進委員会」を設置するこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．委員会設置の目的 

 当社は、「私たちは、人・企業・社会をつなぎ、多様な豊かさと暮らしを一人ひとりの生活にお届け

することを通じて地域の発展、そして持続可能な社会の実現に向けて貢献し続けてまいります。」とい

うグループ理念のもと、企業活動を通じて持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上を目指

し、サステナビリティに関する取り組みを推進するため「サステナビリティ推進委員会」(以下、「委員

会」といいます。)を設置することといたしました。 

２．委員会の役割 

 本委員会は、当社グループのサステナビリティに関わる方針、重要課題への取り組みの推進・進捗管

理を行い、定期的に取締役会に上程および報告を行います。 

３．委員会の構成 

 最高責任者は代表取締役会長兼社長、委員長は担当役員が努め委員会メンバーはサステナビリティ

における各種取り組みの推進を目的に適任となるメンバーにより構成されています。 

会 社 名 ヤマエグループホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長  網 田 日 出 人

  （コード番号：7130 東証プライム・福証）

問合せ先
常 務 執 行 役 員
経 営 企 画 部 長

 谷 昭 彦

  （Tel.092-412-0711）
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４．委員会の設置日 

2023 年 4 月 1 日                                 

５．委員会の推進体制 

 以  上 


